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(旧)溝口町地区の過疎対策特別法の取り組みに地元の意見を�

　　八郷地区には、地域拠点となる「公民館の新設」を�
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町
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実
質
単
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度
収
支
は
、

約
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勝
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黒
字
額
約
一
億
二
千
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と
減
債
基
金
に
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一
億

円
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公
共
施
設
整
備
基
金
に

約
三
億
円
、
ト
ー
タ
ル
約
五

億
円
の
余
剰
金
と
な
る
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こ
の
こ
と
は
、
少
し
財
政

的
に
「
ゆ
と
り
」
が
出
て
き

た
と
認
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か
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ま
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特
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十
二
〜
二
十
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へ
の
次

の
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項
へ
の
対
応
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計
画
の

協
議
方
法
、
策
定

方
法
、
そ
の
骨
格

な
ど
〜
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町
長
　
町
の
総
合

計
画
（
後
期
計
画
）
の
枠
組

み
の
中
で
、
主
に
建
設
事
業

に
つ
い
て
、
過
疎
債
の
活
用

を
図
り
な
が
ら
計
画
を
樹
立

し
て
い
き
た
い
。�

　
町
総
合
計
画
審
議
会
な
ど

で
、
し
っ
か
り
原
案
を
作
っ

て
い
き
た
い
。�

勝
部
　（
旧
）岸
本
町
地
域
は
、

過
疎
地
域
の
指
定
が
な
い
の

で
、
新
た
な
地
域
振
興
策
の

計
画
は
、
今
の
と
こ
ろ
な
い
。�

　
（
旧
）
岸
本
町
地
域
の
振

興
策
も
必
要
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。�

町
長
　
必
要
な
投
資
が
、
こ

の
地
域
に
ど
ん
な
も
の
が
あ

る
の
か
、議
論
は
あ
る
と
思
う
。�

　
必
要
な
投
資
を
必
要
な
と

こ
ろ
に
行
う
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
る
。�

勝
部
　
八
郷
地
区
は
、
平
成

十
七
年
と
二
十
一
年
を
比
べ

る
と
、
二
百
二
十
八
人
の
人

口
減
（
マ
イ
ナ
ス
十
一
・
六

％
）
で
あ
り
、
二
部
地
区
の

マ
イ
ナ
ス
二
・
三
％
、日
光
地

区
の
マ
イ
ナ
ス
二
・
一
％
よ

り
も
相
当
な
減
少
率
で
あ
る
。�

　
町
立
公
民
館
は
、
二
部
・

日
光
・
溝
口
・
岸
本
に
各
々

あ
る
が
、
八
郷
地
区
に
は
公

民
館
が
存
在
し
な
い
。�

　
地
域
活
動
の
拠
点
と
し
て

の「
八
郷
公
民
館
の
新
設
」が

必
要
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。�

教
育
長
　
（
旧
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岸
本
町
は
、

比
較
的
狭
く
、
町
単
位
で
一

つ
の
公
民
館
と
な
っ
て
い
る
。�

　
岸
本
地
区
は
、
一
緒
に
な

っ
て
公
民
館
活
動
を
し
た
方

が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
来
て

い
る
と
理
解
し
て
い
る
。�

勝
部
　
「
町
道
（
そ
の
他
町

道
）
や
防
火
水
槽
の
新
設
や

維
持
管
理
に
事
業
費
の
三
十

％
〜
四
十
％
の
地
元
負
担
を

町
と
し
て
求
め
た
補
助
基
準

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
町

と
し
て
管
理
し
て
い
く
べ
き

で
は
な
い
か
。�
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長
　
基
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的
に
は
、
質
問

の
主
旨
の
と
お
り
と
考
え
る
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一
級
、
二
級
町
道
以
外
の

「
そ
の
他
町
道
」
の
延
長
は
、

大
き
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。�

　
原
則
論
に
基
づ
い
て
町
道

と
し
て
管
理
す
る
と
し
た
な

ら
ば
、
公
共
の
福
祉
の
増
進

に
本
当
に
か
な
う
の
か
ど
う

か
、
検
証
し
て
み
た
い
。�

　
防
火
水
槽
な
ど
に
つ
い
て

も
ご
指
摘
の
と
お
り
で
あ
り

改
め
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。�

高齢化率�
　日光地区　41％　　二部地区　40％�
　溝口地区　33％　　八郷地区　31％�
　大幡地区　26％　　幡郷地区　24％�
�
人口減少率　�
　日光地区　△  13人（△  2.1％）�
　二部地区　△  32人（△  2.5％）�
　溝口地区　△179人（△  5.6％）�
　八郷地区　△228人（△11.6％）�
　大幡地区　△  15人（△  0.7％）�
　幡郷地区　＋  53人（＋  1.7％）�
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